
 

長寿第３３３号 

 

令和８年度 岡山県主任介護支援専門員更新研修業務委託に係る参加者の有無を確認する

公募手続きに関する参加意思確認書等の提出を求める公示 

  

 令和８年６月９日 

 

                     岡山県知事  伊原木 隆太 

 

 次のとおり、参加意思確認書等の提出を募集します。 

 

１ 当該募集の主旨 

当該事業は、他の介護支援専門員に対する助言、事務所や職種間の連携を行う主任介

護支援専門員を対象に、継続的な資質向上を図るため、定期的な研修を実施するもので

あり、地域包括ケアシステムの構築や地域包括ケアの推進など、主任介護支援専門員に

求められる役割がこれまで以上に大きくなることが見込まれることを踏まえると、実践

を通じた能力向上を担保する必要があることから、継続的な知識・技術等の向上を図る

とともに、実践の振り返りにより、更なる資質向上を図る研修内容で実施するものであ

る。 

本事業の実施にあたり、介護保険制度の開始以来、介護支援専門員の職能団体として

活動している団体であり、研修実施に必要な、介護支援サービスの活用やケアプランの

作成等について高度な知識を有すると認められる団体の１つである一般社団法人岡山県

介護支援専門員協会を相手方とする契約を予定しているが、これ以外の者へ、次の応募

要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有無を確認するため、参加意思確認を行う

ものである。 

  公募の結果、７の応募要件を満たすと認められる者がいる場合は、一般社団法人岡山県

介護支援専門員協会と当該応募者の提出する提案書等について審査を行い、委託先を決定

する。 

 

２ 業務名 

  令和８年度岡山県主任介護支援専門員更新研修業務 

 

３ 業務内容 

  別添「委託業務仕様書」のとおり 

  

４ 業務目的 

主任介護支援専門員の継続的な資質向上を図ることを目的とする。 

 

５ 委託期間 

  契約締結日から令和９年３月１日まで 

 

 



 

６ 当初委託契約限度額 

  ７，１１２，８６４円以内(消費税及び地方消費税を含む) 

     委託額は、事業実施経費総額から受講料収入を控除した額とする。 

 

７ 応募要件  

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）県との契約に関し、入札参加停止又は指名停止の措置を受けていないこと。 

（３）本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、経理事務を確実に処理 

できる体制が整備されていること。 

（４）過去２年以内に、介護支援専門員を対象とする法定研修を実施した実績を有する

岡山県内の法人であること。 

（５）過去２年間に県との契約がある場合、すべて誠実に履行していること。 

 

８ 公募期間 

  令和８年６月９日（火）から令和８年６月１６日（火）まで 

 

９ 応募方法等 

（１）提出書類及び提出部数 

  ア 参加意思確認書 様式１（１部） 

  イ 提案書 様式２（５部） 

（２）提出期間及び提出場所 

  ア 提出期間 令和８年６月９日（火）から令和８年６月１６日（火）までの土曜日、

日曜日及び祝日を除く午前９時から午後５時まで 

  イ 提出先  岡山市北区内山下二丁目４番６号 

         岡山県子ども・福祉部長寿社会課長寿社会企画班 

         電話：086-226-7326 

  ウ 提出方法 持参による 

 

（３）応募書類入手方法 

   岡山県長寿社会課のホームページからダウンロードすること。 

     ＵＲＬ：https://www.pref.okayama.jp/soshiki/35/ 

 

10 問い合わせ 

（１）方  法   質問事項を記載した文書（任意様式）により原則ファックス又は 

郵送により問い合わせること。  

（２）問い合わせ先 〒700－8570 岡山市北区内山下二丁目４番６号 

           岡山県子ども・福祉部長寿社会課長寿社会企画班 担当：吉鶴 

TEL：086-226-7326 FAX：086-224-2215 

 

 

 



 

11 審査基準・審査手続き  

  提案書が提出された場合は、岡山県子ども・福祉部関係物品の賃貸及び業務委託等入

札・契約事務審査会において、以下の評価基準より委託先を決定する。 

 

（１）評価基準 

    審査会において、以下の表に示すそれぞれの項目の評価点の合計が、最高点の者を

「令和８年度岡山県主任介護支援専門員更新研修事業」の委託候補先とし、委託先を

決定する。 

 

（評価基準） 

  評  価  項  目  評価点  

 １ 研修内容の企画 

       内容構成と講師の人選 ３０ 

 ２ 研修実施 

     人員体制及び実施計画(事前準備、当日運営、実施手順等） 
２０ 

 ３ 関係機関との連絡体制 

       県、講師との連絡調整体制 ５ 

 ４ 個人情報の取扱 

    個人情報取扱の方針 ５ 

 ５ 経費の見積 

 ２５ 

 ６ 過去実施した研修の実績 

     １５ 

 

（２）結果の通知 

    審査結果の通知は、応募者あて文書で行う。 

（３）その他 

    審査にあたり、必要に応じて別途ヒアリングの実施や追加資料の提出を求める場合

がある。 

 

12 その他   

（１） 応募に係る経費は、すべて応募者の負担とする。 

（２） 応募者の名称、代表者、所在地等を公表することがある。 

（３） 提出書類について虚偽の記載があった場合は、失格とする。 

（４） 提出書類は、返却しない。 

（５） 提出書類等は、情報公開の請求により開示することがある。  


